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研究成果の概要（和文）：障害者のスポーツのあり方はその国の健常者のスポーツのあり方に準じていた。 諸外国は
日本よりも障害がある人の存在やその活動をより身近に感じており、それは環境などの外的要因よりもスポーツ文化や
価値観、障害を受け入れる内的要因が大きいことが示唆された。地域との共生をめざすスポーツクラブ、多様性を受け
入れる大学、それら支える企業が社会貢献という観点から連携し、大学を拠点としたスポーツの教育・研究・開発の相
互的提供支援モデルを提案する。

研究成果の概要（英文）：The way of physically challenged sports has conformed to the way of physically 
unchallenged sports in a country. Foreign countries have felt more familiar with the existence of 
physically challenged people and their activities than Japan. It has indicated that internal factors such 
as sports culture, values and acceptability of physically challenged people are of larger significance 
than external factors such as environment. The sports clubs which aim at coexisting with the communities, 
the universities which accept the diversity and the companies which support them work together from a 
viewpoint of social contribution and suggest the support models for the mutual provision of 
university-based sports education, research and development.

研究分野： スポーツ科学

キーワード： 障害者スポーツ　マネジメント
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様 式 Ｃ－１９，Ｆ－１９，Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

(1)スポーツ活動は障害者や高齢者が積極的
に外出し，地域とのかかわりをもつために大
きな役割を占めると考えられるが，誰もが
（障害者を含む）地域でスポーツ活動をする
には至っていない． 

(2)障害者スポーツの抱える課題は指摘され
続けているが状況は改善されていない． 

①障害者が使用できるスポーツ施設は限ら
れており，未だ障害者が身近にスポーツを楽
しむ状況には至っていない． 

②産業技術が発達し，技術は高度化している
にも関わらず，障害者スポーツに反映されて
いない． 

③障害者スポーツの中隔施設がなく，専門的
な知識を持つ指導者を育成するシステムが
ない．ボランティアの域を出ない． 

(3)企業スポーツは減少しているが，プロスポ
ーツは地域に密着し登録チーム数を増やし
ているため，障害者スポーツとの連携が期待
できる． 
 
２．研究の目的 

本研究の目的は，障害者スポーツの社会的
位置づけに着目し，障害者スポーツの価値と
は何かを社会学的に分析することである．障
害者スポーツを取り巻く諸外国の法律や政
策，自立的な民間スポーツ運営例を調査する
ことにより，文化としての障害者スポーツの
あり方と，それに基づき既存の社会資源を活
用した我が国における障害者スポーツ経営
を構築し，産官学と地域が連携したマネジメ
ントモデルを提案することである． 
 
３．研究の方法 
(1)日本における「障害者スポーツ」に関する
一般的なイメージについてインターネット調
査を実施した．また，先行研究や既存の報告
書をベースに，健常者と障害者のスポーツに
おける接点の周辺から対象者を選出し，イン
ビュー形式で障害者スポーツの統合に関する
質問をおこなった．さらに，障害者スポ―ツ
を体験した事がない健常者を対象に，障害者
スポーツは障害の重さによって不利益が生じ
ないようにルールで定められていることを理
解した上で体験させ，体験前後でアンケート
を行った．結果から障害者スポーツの現状と
方向性についてフレーム分析を行った． 

(2)アメリカ・オーストラリア・イギリス・イ
タリア・スペイン・ドイツの欧米 6 ヶ国を対
象に，諸外国の文献調査とインタビュー調査
を実施した．分析項目は，スポーツ政策，文
化，福祉，産業技術，環境，教育の 6 項目で
あり，特徴的なポイントを挙げて比較表を作
成した． 

(3)地域に根付いたプロリーグ（Ｊリーグ・bj

リーグ）企業の障害者スポーツ支援状況を調
査し，障害者とスポーツクラブの双方のニー
ズを抽出した． 

(4)地域において企業とスポーツクラブと大
学が連携していく可能性について言及し，教
育機関が地域の情報発信機関となり既存の
施設を活用した地域スポーツマネジメント
モデルを作成した． 
 
４．研究成果 
(1)日本における「障害者スポーツ」に関する
調査 
①インターネット調査の実施状況は，以下に
示す． 
期間：2011/2/25～2011/2/28 の 3 日間  
対象者： 10～60 代の男女 439 名  
調査方法：インターネットを通じて無作為か
つ任意でアンケートを行った． 
結果は，選択回答と連想語（形容詞・動詞・

形容動詞）を自由記載させる項目とで構成し
た．「身体の「障害」について，あなたはど
のようなイメージを持っていますか」という
自由回答を求める質問では「不自由」が最も
多く，否定語とあわせて使用された「自由」
をあわせると 28.2％で回答された．続いて
「大変」「不便」「かわいそう」であった．同
じく「「スポーツ」についてあなたはどのよ
うなイメージを持っていますか」という質問
では，「健康」が 36.7％であり，「楽しい」「さ
わやか」「元気」が続いた．さらに「障害者
スポーツ」のイメージでは，「すごい」5.9％，
「頑張る・がんばる」8.7％が多く，スポーツ
のイメージは「楽しい」「健康」と障害のイ
メージ「大変」「健常」もそれぞれ入ってい
た．「努力」「生きがい」「前向き」などもあ
げられ，障害者スポーツのイメージは「障害」
のマイナスまたは重いイメージに引っ張ら
れている事が明らかとなった． 
 

図 1 身近に障害者の存在があるか(日本) 
注：身近とは 2週間以内に定期的に接点があ
る状況 
 
調査によると，障害者が現在身近にいない，

また過去にもいたことがないと回答した人
が多く，障害がある人の存在そのものが身近
ではなかった．そのため障害者に対して距離
をとって見ることになり，また断片的に得ら
れる印象により不自由さと大変さをイメー
ジさせることになると示唆された． 
 
②健常者と障害者のスポーツにおける接点
の周辺から対象者を選出しインビュー調査



を行った．インタビューの対象は，健常者と
障害者が一緒に行っている競技で，なおかつ
健常者よりも障害者の能力が高いスポーツ
を行っている障害者と健常者，健常者と障害
者が一緒に行うことができないスポーツを
行っている障害者である．前者は車椅子バス
ケットボール，ブラインドテニス競技の各 2
名，後者は電動車椅子サッカーの 1名を対象
とした．健常者と共に競技をする競技では，
一緒に行う事に対して，競技技術の発展や競
技人口の拡大，サポートの充実という面で好
意的である一方で，健常者との能力差が明ら
かになることに対する不満や障害が重い人
がプレイする機会が保証されなくなる不安
もあった．また，異なる障害がある人同士の
関係では，相互理解ができていると思う部分
もある一方で，障害文化やスポーツ環境が異
なること対して抵抗感を感じていた． 
電動車椅子サッカーは，電動車椅子という高
額な機器を使用するため健常者と障害者が
一緒に行うことができない．しかし，健常者
と共にプレイをすることで楽しさを共有し
たい，車椅子を遊びに使用することに対する
抵抗感を払拭し，電動車椅子を操作する難し
さと楽しさを知ることで競技や障害につい
て理解が進むことに期待を感じていた． 
 
③障害者スポーツを行った経験のない健常
者に対し，競技という側面からボッチャ・ブ
ラインドテニスという障害者のスポーツ体
験をさせ，体験したスポーツについてのアン
ケート調査をおこなった．前提として，障害
者のスポーツは障害の重さによって不利益
が生じないようにルールで定められている
ことを理解した上でおこなった．体験後は見
るのと行うのとでは印象が異なること，スポ
ーツを通して障害という「不自由さ」に対し
て「できない」を楽しむパラダイム変換がみ
られた． 

 
図2 障害者スポーツの framework 

赤は現状の過程，青は期待される過程 
 
④日本における「障害者スポーツ」は「障害」
に関する「非日常」からくる違和感と「配慮
しなければならない人」というイメージから
異化―排除というphase4にいた．社会は障害
を受け入れ，同化―統合を目指すphase 2に向
かうものの健常者と障害者の距離が近づくこ
とで能力の違いが明確になり，同化―排除

phase 3にいくことなった．しかし，障害によ
る差異を認め，その違いである障害を包み込
む障害者スポーツのルールやスポーツ用具
(補装具)を理解し体験することで障害のマイ
ナスイメージや，配慮するべき要素だけでは
ないというパラダイム変換が生じたといえる． 
異化という過程，つまり異化―統合phase 1
を経ることではじめてphase 2を目指すこと
が可能である． 
 
(2)諸外国の障害者スポーツ 
諸外国アメリカ・オーストラリア・イギリ

ス・イタリア・スペイン・ドイツの欧米6ヶ国
を対象とし，スポーツ政策，スポーツ文化， 
福祉，産業技術，環境，教育の6項目に着目し
た．ロンドンパラリンピックのメダル獲得数
は，イギリス3位，オーストラリア5位，アメ
リカ7位，ドイツ8位 ，イタリア13位， スペ
イン17位であり，日本の24位より全ての国が
上位であった． 
 
①アメリカ 
統計局によると人口の19.3％が何らかの障

害を有している．連邦国家であるため地方分
権が確立され，スポーツの実施状況を把握す
るための国の機関はない．アメリカはプロス
ポーツから市民の生涯スポーツにいたるまで
スポーツが盛んなスポーツ社会であり，アマ
チュアスポーツ法は女性や障害者スポーツが
含まれており，マイノリティに対して参加機
会を保障している．オリンピック委員会の中
にパラリンピック委員会があるため，障害者
アスリートが健常者アスリートと共同して使
用可能な施設が多い．活動資金は国や州の援
助だけでなく基金と民間資金が多い．トレー
ニング拠点はトレーニングセンターや大学が
指定されており，どちらも規模が大きく，ト
レーニングをしながら大学に通えるようなシ
ステムや傷痍軍人に対する支援があることが
特徴である．全米選手権は障害者スポーツ競
技でもかなり規模が大きく，大学スポーツの
一つとして扱われている．また大学では市民
のスポーツへの参加機会を支援しているため，
大学内に高齢者が障害者が利用できる施設が
ある． 
 
②オーストラリア 
人口は 2300 万と少なく，障害がある人は

その人口の 20%程度(オーストラリア統計局)
とされているが，障害者と定義される範囲は
日本よりも広い．国民のスポーツ参加率は
53.3％と高いのも特徴である．オーストラリ
アはオーストラリア・スポーツコミッション
が，エリートスポーツだけでなく障害者，健
常者の地域や学校体育までもすべて統括し，
また強化拠点となる大規模なナショナルス
ポーツセンターは障害者と健常者の両者が
共同して使用している．オーストラリアはジ
ュニア世代から子どもたちのスポーツ参加
率の向上を目指し，その機会を与えるととも



に，様々なスポーツを経験させることを重視
しているため，障害児についてもいくつかの
競技を経験した上で，最も適した競技を選択
することができる．車椅子バスケットボール
の活動資金集めには電話による宝くじの販
売を行っている． 
 
③スペイン 
インターネット調査によると，障害のある

ものは 16%程度と高く(スペイン統計局)，日
本の 8%を大きく上回っていた．「身近に障害
者がいるか」については「いる」がスペイン
54%に対し日本は 16.2%，「生活圏にスポーツ
を楽しむ障害者はいるか」の質問については，
「スポーツをしている障害者がいる」がスペ
インでは 45%に対し，日本は 6.8%であった．
障害がある人のスポーツの関わりについて
の質問では「定期的に関わっている」から「メ
ディアでたまたま見たことがある」までを関
わりがあるとすると，スペインでは 8割以上
は関わりがあるが，日本では 5割に満たなか
った． 

 
図3 スポーツをしている障害者の存在の有無 
    (スペイン) 
 

 
図4 障害者スポーツとの関わり(スペイン) 
 
④イギリス 
人口の20%がなんらかの障害を有している．

イギリスは近代スポーツの発祥地，アマチュ
アリズムの発祥地，そして障害者スポーツ発
祥の地である．スポーツ政策は文化・メディ
ア・スポーツ省が統括しており，その傘下で
エリートスポーツ政策を担っているのがUKス
ポーツという非省庁公的機関がある．スポー
ツに関する資金は国庫金・国営宝くじからの
分配金，そして民間企業スポンサーも広く募
っており，民間ベースでスポーツ振興を行っ
ている．また，スポーツ関係のチャリティ団
体も多い．イギリスの青少年のスポーツは学

校で行うものがベースであり，継続性の面か
らも地域でのスポーツ振興を進めている．ス
ポーツ振興は基本的には民間ベースであるが，
各組織を統括しているのは公的機関であり，
また大学にスポーツ・レジャー政策研究所や
オリンピック研究所を設置し，障害の有無に
かかわらずトレーニングから研究・開発・マ
ネジメントを行っている．障害者が使用でき
る施設は限定されているが，有効に使用でき
るよう受け入れ施設の拡大を図り情報提供を
おこなっている．障害者専門のナショナルト
レーニングセンターもある． 
 
⑤ドイツ  
障害者は人口の10%である．広くスポーツが

盛んに行われているが総合的なスポーツ法は
ない．ドイツでは学校教育の一貫としてスポ
ーツの部活動は原則としておらず，スポーツ
活動の核は地域のスポーツクラブであり，そ
こでは子供から中高齢者に至るまで週1～2 
回程度スポーツ活動を実践する．プロスポー
ツチームであってもスポーツクラブと同じ扱
いで税制上の優遇があり，組織の中に障害者
スポーツチームを持っていることも多い． 
ドイツの特徴の1つは総合型の地域スポー

ツクラブが主体となり障害の有無に大きな隔
たりはない．もう1つの特徴はリハビリテーシ
ョンスポーツに医療保険が適用され，それが
地域のスポーツクラブで受け入れられている
ことである．施設を持たないスポーツクラブ
は活動には公的施設を使用しており，国のナ
ショナルトレーニングセンターはないものの
トップアスリートが使用するそれぞれの州の
強化施設においては，障害の有無によって使
用が制限されることはない．スポーツにかか
わる予算財源は統一した助成金以外は，各州
により異なる．ドイツスポーツ援助財団はオ
リンピックパラリンピックを同等に支援し，
寄付，イベント，各種くじ，郵便切手等で資
金を集めている． 
 

⑥イタリア 
イタリアのスポーツ文化はセリエAなどの

プロスポーツ等に象徴されるように見て・応
援して・支える興行スポーツが特徴的で，ス
ポーツに関する商事的経済的活動に関する法
令も発達している．障害者のスポーツにおい
てもプロスポーツ，つまりスポーツ雇用とし
て成り立っている．一方で，スポーツの基礎
となっているのは日本と同様に教育的学校ス
ポーツであり，地方分権が進むイタリアでは
地域による格差が指摘されている．ナショナ
ルトレーニングセンターはいくつか存在する
がパラリンピック選手に対しては開かれてお
らず，今後建設予定である．障害者のスポー
ツ政策は2000年以降に制定され競技登録人口
も少ない． 
 
パラリンピックメダル獲得数上位国におい

て，スポーツ政策，環境，スポーツ振興の基



となる活動単位等に違いが見られた．調査対
象国では，日本と同様に障害者スポーツの活
動資金は寄付金や何らかの公的資金が主であ
った．障害者スポーツの活動資金源の1つは基
金や寄付がベースになっていた．1つは使用目
的が明確に示されたスポーツくじを発行して
いる国や競技があり，その規模は異なってい
た．異なる点は障害がある人の存在やその活
動をより身近に感じており，スポーツに関し
ては日常の中に接点があり存在していること
が示された．諸外国では障害者のスポーツの
あり方は健常者のスポーツのあり方に準じて
おり，環境などの外的要因よりもスポーツに
おける価値観や障害者を受け入れる内的要因
の影響があることが示唆された． 
 
(3)地域と共存するプロスポーツクラブ 
日本における企業スポーツは減少し，現在

は地域を拠点としたスポーツチームが増加し
ている．プロスポーツの代表ともいえるサッ
カーリーグ(Ｊリーグ)は，活動方針に 
・地域への施設を開放，選手や指導者が地域
の人々と交流を深める場や機会の創出，他の
競技にも気軽に参加できるような機会の創出， 
・障害を持つ人も一緒に楽しめるスポーツの
システムを作ることを謳っている． 
プロバスケットボールリーグのbjリーグの
「エクスパンション研究」には， 
・男子だけでなく年齢別リーグ，女子リーグ，
障害者チームリーグ等，様々なカテゴリーの
リーグについても研究し，関係当事者との連
携をするとある．具体的な連携事例ではJリー
グの32チームのうち23チームはサッカーとい
う競技支援として競技大会の開催，スポーツ
教室であった．さらに5チームではチーム製品
の販売や，就労体験としてのイベントの運営
参加など障害者支援を行っておりその関わり
は多岐にわたっていた．プロスポーツクラブ
はスポーツを通じた社会貢献を通して地域共
生を図っていた． 
 
(4)提案 
 わが国では障害を身近に感じていない中で，
障害者がスポーツを行うという概念そのもの
がなかった．障害者や障害者スポーツとの接
点が「体験」という断片的で表層的であるこ
とで障害は「大変だ」，障害者スポーツは「が
んばっている」という印象が先行し，障害が
ある人のスポーツの「面白さ」という本質を
理解するには至らないことが指摘できる．こ
れゆえ障害者スポーツを観て楽しむには至っ
ていない．障害者が身近な環境に存在し，そ
の違いを認識し共存することが必要であり，
企業や学校，つまり地域における日常的な接
点が必要である．本研究では大規模な総合大
学がその拠点となって情報発信機関となるこ
とを提案する．その理由は，スポーツは実施
環境が重要であるが，高齢者・障害者にとっ
て遠方まで移動することは考えにくく，身近
な地域のスポーツ施設が望ましい．しかし，

既存の公的施設は設備や人的サポートの面で
安全性を確保できないという理由で受け入れ
てもらえないという報告がある．諸外国のよ
うに大学施設を利用することは，学生が障害
者支援ボランティアを経験することができ，
それはお互いに利点があると言える． 

 
図5 地域スポーツマネジメントモデル 

 
一方，企業はすでに大学やスポーツクラブ

との連携を図っている．研究費を大学に提供
し，大学は開発や効果，検証結果を企業に提
供する．企業はスポーツクラブとスポンサー
契約を結ぶことでスポーツクラブ広告宣伝を
行い，スポーツを支援している．また，企業
は社会的役割として障害者雇用をすることに
より障害者支援を行っている． 
障害者は支援される，提供を受けるだけで

はなく提供することが可能である．大学に対
しては研究対象として協力することで多くの
知見を大学側に提供することが可能であり，
企業に対してはモニターやアドバイザーとし
て意見することが可能である．図5に示す通り
既存の企業と大学とスポーツクラブの関係に，
障害者(高齢者)を含むことで相互協力関係を
構築することを提案する． 
近年，大学は国際化を推進し地域との共生

を目指している．大学には留学生や障害者・
高齢者など異文化や多様性を受け入れる土壌
があるだけでなく，大学は社会に対しスポー
ツ文化を発信することが可能である． 
プロスポーツクラブはアスリートとして自

らのパフォーマンスの高さを社会に発信し子
供たちに夢を与えている．障害者スポーツチ
ームを所有することで，人間の可能性の限界
を追求すること，目標を持って努力し続ける
こと，というスポーツの魅力を共同して社会
にアピールすることができる． 
障害者スポーツが社会に貢献しうるマネジ

メントモデルとは，企業とスポーツクラブと
大学が連携し，公立大学などの既存の教育機
関の施設を活用し，地域の情報発信機関とな
ることでコミュティを形成することであり，
それには教育・研究を通じて相互的支援関係
を構築することである． 
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